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居宅介護支援 重要事項説明書 

（事業の目的） 

１ 要介護状態にある方に対し、適正な居宅介護支援を提供することにより、要 

 介護状態の維持、改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供し 

 ます。 

 

（運営の方針） 

２ (1)居宅介護サービスを利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用す

ることができるように、社会福祉事業に関する情報を提供するとともに、利用

者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、多様

な事業者から、総合的かつ効率的に利用出来るよう相談及び援助、社会生活上

の世話を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活

を営むことができるようにすることを目指します。 

  (2)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提 

供するように努めます。 

  (3)地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、保険者、他の居宅介護支 

援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設、保健・医療サービス、福祉サ 

ービスの提供者との密接な連携に努めます。 

 

（施設の名称） 

３ 施設の名称及び所在地は、次の通りです。 

名 称 居宅介護支援事業所 清泉 

所在地 熊本県菊池市七城町亀尾２４２９番地 

 

（提供拒否の禁止） 

４ 事業者は、正当な理由なく居宅介護支援の提供を拒むことはしないものとし

ます。 

 

（職員の区分及び員数） 

５ (1)事業所に次の職員を配置します。 

① 管理者         １人（兼務＝特養施設長） 

② 介護支援専門員     ２人 

  (2)前項に定めるものの他、必要がある場合は、員数を超え又はその他の職員 

を置くことがあります 
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（職務分掌） 

６ 職員の職務分掌は次の通りとします。 

(1)所長（管理者） 

常勤にて、専ら施設の職務に従事し、職員の管理、業務の実施状況の 

把握、その他の管理を一元的に行い、職員に必要な指揮命令を行います。 

(2)介護支援専門員 

   要介護者並びにその御家族の相談に応じ、その心身の状況や置かれて 

いる環境等を勘案し、居宅サービスを適切に利用できるようサービスの

種類、内容などの計画を作成すると共に、サービスの提供が確保される

よう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行います。 

７ 担当の介護支援専門員 

     あなたを担当する介護支援専門員は        ですが、やむを 

    得ない事由で変更する場合には、事前に連絡を致します。 

 

（サービスの内容、手続の説明及び同意） 

８ (1)事業所は、サービス提供の開始に際しては、あらかじめ利用申込者又はそ 

の家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制、その他利用申込者のサービ 

スの選択に資すると認められる契約書を交付して説明を行い、当該提供の開始

について利用申込者の同意を得るものとします。 

  (2)利用者の相談を受ける場所は、本事業所の相談室又は利用者宅等とします。 

  (3)在宅で生活している要介護者等が、日常生活を営むために必要な保健・医 

療サービス又は福祉サービスを適切に利用出来るよう、要介護者等からの依頼

を受けて、利用する居宅サービス等の種類や内容等を定めた計画を作成します。 

この場合、使用する課題分析は、三団体ケアプラン策定研究会編の包括的自

立支援プログラム等によるものとします。 

(4)居宅サービス計画に位置付ける居宅サービス事業所については、複数の事

業所の紹介を利用者は求め、また当該事業所を位置付けた理由についても求め

ることができます。 

  (5)当事業所の居宅サービス計画の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、 

 福祉用具貸与の利用状況は別紙の通りです。 

  (6)居宅サービス計画に基づき、居宅サービス等の提供が確保されるようサー 

ビス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜を図ります。 

  (7)介護支援専門員の居宅訪問頻度は、最低１ヶ月に１回とし、利用者の自立 

した日常生活を支援するうえでの解決すべき課題の把握、居宅サービス計画作

成後における計画の実施状況の把握、及び連絡調整等の必要に応じ随時訪問し

ます。 

  (8)要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹 

介その他の便宜を提供いたします。 
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（利用契約成立時の書面の交付） 

９ 当該居宅介護支援サービスを利用するための契約が成立したときは、その利 

用者に対して、遅滞なく前条の内容及び厚生労働省令で定める事項を記載した 

書面を交付いたします。 

 

（営業日及び営業時間） 

10 本事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとします。 

(1)営業日は、月曜日から金曜日までとします。ただし、１２月２９日か

ら１月３日までを除きます。 

(2)営業時間は、午前８時１５分から午後５時３０分までとします。ただ

し、特別の需要がある場合はこの限りではありません。 

 

（通常の事業の実施地域） 

11 通常の事業の実施地域は、菊池市とします。 

 

（受給資格等の確認） 

12 (1)サービスの提供を求められた場合は、その被保険者証によって、被保険者 

資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめます。 

  (2)前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合には、当該意見 

に配慮してサービスを提供いたします。 

 

（要介護認定の申請に係る援助） 

13 利用申し出の際に要介護認定を受けていない利用申請について、要介護認定 

の申請が既に行われているか否かを確認します。申請が行われていない場合は、

利用申込の意思を踏まえ、速やかに申請が行えるよう必要な援助を行います。 

 

（相談及び援助） 

14 事業所は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境の的確な把握に 

努め、利用者又はその家族に対して、その相談に適切に応じるとともに、必要

な助言その他の援助を行います。 

 

（利用料その他費用の額） 

15 (1)要介護認定を受けられた利用者は、介護保険制度から全額給付されますの 

で自己負担はありません。 

  ただし、保険料の滞納等により、事業所に直接介護保険給付が支払われない 

場合、1 ヶ月につき下記の利用料を頂き、お支払いと引き換えにサービス提供 

証明書を発行致します。このサービス提供証明書を保険者（市役所）に提示し 

ますと全額払戻しを受けられます。 
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     料金 

     ・居宅介護支援費：要介護１・２の方    10,760 円 

      （１月に）   要介護３・４・５の方  13,980 円 

     ・初回加算   ：新規に居宅サービス計画を作成する場合 

      （１月に）   要支援者が要介護認定を受けた場合 

              要介護状態区分が二区分以上変更された場合 

                          3,000 円 

     ・入院時情報連携加算（Ⅰ） 

：利用者が入院してから 3 日以内に、医療機関の職

員に対して必要な情報提供をした場合 

             2,000 円/月 

     ・入院時情報連携加算（Ⅱ） 

             ：利用者が入院してから 4 日以上７日以内に、医療

機関の職員に対して必要な情報提供をした場合 

                          1,000 円/月  

     ・退院・退所加算（Ⅰ）イ 

：退院･退所に当って、病院等の職員からの情報収

集を１回行った場合 

                          4,500 円/回 

     ・退院・退所加算（Ⅰ）ロ 

：退院･退所に当って、病院等の職員からの情報収

集が１回のカンファレンスによる場合 

6,000 円/回 

・退院・退所加算（Ⅱ）イ 

：退院･退所に当って、病院等の職員からの情報収

集を 2 回以上行った場合 

                                               6,000 円/回 

・退院・退所加算（Ⅱ）ロ 

：退院･退所に当って、病院等の職員からの情報収

集を 2 回以上行った場合であって、うち 1 回以上

がカンファレンスによる場合 

7,500 円/回 

・退院・退所加算（Ⅲ） 

：退院･退所に当って、病院等の職員からの情報収

集を 3 回以上行った場合であって、うち 1 回以上

がカンファレンスによる場合 

                                                  9,000 円/回 
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・ターミナルケアマネジメント加算 

             ：末期の悪性腫瘍の利用者が在宅で死亡した場合で

あって、24 時間の連絡体制を確保し、訪問により

把握した利用者の心身の状況等を記録して、主治

医および居宅サービス事業所に提供した場合 

4,000 円 

 

     ・通院時情報連携加算 

             ：利用者が病院又は診療所において医師の診察を受

けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対

して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当

該利用者に係る必要な情報の提供を行うととも

に、医師等から当該利用者に関する必要な情報の

提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した

場合 

                          500 円 

     ・緊急時等居宅カンファレンス加算 

             ：病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療

所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファ

レンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利

用調整を行った場合   2000 円 

 

  (2)通常の事業実施地域外に居住する利用者に対し訪問する場合には、それに 

要する費用は、通常の事業の実施地域を越えた所から１㎞当たり３７円とし往 

復料金の支払を受けます。 

 

（掲示） 

16 事業所内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、利用料その 

他のサービスの選択に資する重要事項を掲示します。 

 

（誇大広告の禁止） 

17 事業所は、その提供する居宅介護支援サービスについて広告をするときは、 

広告された居宅介護支援サービスの内容、その他の厚生労働省令で定める事項 

について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良 

であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示はいたしません。 
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（秘密保持等） 

18 (1)職員は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を 

漏らさぬよう、必要な措置を講じます。 

  (2)退職者等が、正当な理由なく業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を 

漏らさぬよう、必要な措置を講じます。 

  (3)他の居宅介護支援事業者に対して、利用者に関する情報を提供する際には、 

あらかじめ文書によって利用者の同意を得ます。 

 

（事故発生時の対応） 

19 サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機 

関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった

処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行いま

す。 

 

（苦情相談窓口） 

20 (1)サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

 

 

 

 

 

  (2)公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第三者評価） 

21 第三者評価の実施状況：受審なし 

 

 

 

 

利用者苦情相談窓口 

 熊本県国民健康保険団体連合会  苦情相談窓口 

  〒８６２－０９１１ 熊本市健軍１丁目１８番７号 

   TEL：０９６－２１４－１１０１ FAX：０９６－２１４－１１０５ 

お客様相談窓口 

 苦情・相談窓口責任者 園田真也 

 ご利用時間      08：15～17：30 

 ご利用方法      ℡：26-4820 面接：相談室 苦情箱：玄関脇 

菊池市役所 高齢支援課 介護保険係 

 〒８６１－１３９２ 菊池市隈府８８８番地 

   TEL：０９６８－２５－７２１５ FAX：０９６８－１５２２ 



 7 

（虐待に関する事項） 

22 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を

講じるものとします。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

（２） 虐待の防止のための指針を整備する。 

（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

2 施設は、サービス提供中に、従業者又は養護者（入所者の家族等高齢者を現

に養護する者）による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やか

に、これを市町村に通報します。 

 

本書面に基づいて居宅介護支援事業者の職員           から上

記重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

令和  年  月  日 

 

    利用者 甲         住所 
 

                  氏名              印 

 

    代理人（選任した場合）   住所 
 

                  氏名              印 


